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動向レビュー

電子書籍を中心とした公貸権制度の
2005 年以降の国際動向
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1．はじめに
公貸権とは、公共貸与権（Public Lending Right）と

も呼ばれ、著作者が公共図書館や学校図書館の図書資
料の無料貸出について報酬を請求する権利をいう。こ
の権利は「著作者の著作物が、図書館の図書の貸出に
より引き起こされた収入源の損失に対して、報酬を著
作者に与える権利を認める（1）」ものである。英語には
有償の Rental Rightと無償のLending Rightの用語が
あり、有償と無償の貸与を区別している。したがって
公貸権は、著作権法上の貸与権と関係のある権利のよ
うに思われるが、著作者の報酬請求権であり、経済的
な権利である。

公貸権の起源は1946年導入のデンマークに始まり、
北欧諸国ではデンマークを含め合計 5 か国が導入した。
その理由は、「北欧諸国に共通する要因、すなわち、読
書人口が少ないこと、使用言語が少数言語であること、
翻訳機会が限定されることから輸出の機会が少ないこ
と、それに、図書館活動が盛んであること」などが挙げ
られる（2）。

その後欧州連合（EU）理事会は1992年11月19日に、
「貸与権及び貸出権並びに知的所有権分野における著
作権に関係する権利に関する1992年11月19日のEU
理事会指令」（3）（以下「EU指令」）を採択した。このEU
指令により、EU加盟国は1994年7月1日までに有償
の貸与権及び無償の貸出権等の創設が求められ、国内
法に規定するための必要な措置を取り、実施すること
が義務付けられた（第15条）（CA1579参照）。しかし、
EU指令が発令された当時、図書館の無償の貸出への
報酬請求権である公貸権を実施している加盟国が存
在していた。公貸権を実施している加盟国には特別な
問題として貸出権の制限を認めた（第5条）。

EU指令では、貸与権と貸出権を次のように定義し
ている。有償の貸与とは、限られた期間、直接的また
は間接的な経済的または商業的優位性のために使用
できるようにすることを意味し（第 1 条（2））、無償の
貸出とは一般にアクセス可能な施設を通じて行われ
る場合、直接的または間接的な経済的または商業的優
位性のためではなく、限られた期間使用できるように
することを意味する（第 1 条（3 ））。

公貸権制度の要件は、①根拠法、②報酬の算定基準
（貸出回数または所蔵冊数により算出）、③権利の対象
者、④公貸権の性格（市民権の有無・言語要件など）、
⑤対象施設、⑥対象資料（書籍に加え、国によりオー
ディオブックなどのオーディオ関係資料を含む場合
あり）の6つである。制度導入をしている諸国は、各々
の要件を組み合わせて実施している（4）。

公貸権に関する最近の話題として、公貸権制度を
導入している諸国において電子書籍を公貸権の対象
資料に加える動きがある。国際図書館協会（IFLA）は、

「公貸権に関するIFLAの立場（2005）（5）」（以下「IFLA
の立場（2005）」）と、電子書籍の章を追加した「公貸権
に関するIFLAの立場（2016）（6）」（以下「IFLAの立場

（2016）」を発表した。
2019年12月31日には、台湾の教育部及び文化部が

国立公共資訊図書館及び国立台湾図書館において、
2020年1月1日から2022年12月31日までの期間に、
公貸権を試行導入すると発表した（E2266参照）。台
湾の場合は電子書籍を対象資料に加えていないもの
の、このようにアジアでも公貸権導入の動きがある。

本稿では、「IFLAの立場（2005）」が公表された後の
公貸権制に関する国際的な動向について、述べていく。

2.  IFLAの立場（The IFLA Position on Public Lending 
Right）

2.1 「IFLA の立場（2005）」
2004年 8 月、第70 回国際図書館連盟（I FLA）大会

において I FLA の評議会が開催された。その席上で
公貸権に関する決議案が提出されたが採択には至ら
ず、審議については引き続き著作権等法的問題委員
会（CLM）に委ねられた（E252参照）。2005年 4月に
は CLM により「IFLA の立場（2005）」が発表された

（E318参照）。主な内容は次の2 つである。

① 誰もが自由に無料で利用できる公衆に開かれた図書
館サービスを危うくするような貸出権の原則には賛
成しない。

② 公貸権は、文化への報償制度であり、また著作者の
経済的・社会的な支援制度である。その財源を図書
館予算から拠出することや、図書館利用者の負担と
することはしてはならない。

2016 年に更新された「IFLAの立場（2 016）」は、
「IFLA の立場（2 005）」を踏襲し、電子書籍を公貸
権の定義のあとに追加している（7）。

2.2 電子書籍に対する IFLA の立場
「IFLA の立場（2016）」において、IFLA は、電子＊中央大学日本比較法研究所
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貸出（digital loan）の補償（compensation）に、印刷
書籍や有形オーディオブックの補償モデルをそのまま
当てはめるべきではない理由や、電子形式ならではの
3 つの課題について言及している。

① 電子書籍の貸出は、限られた期間と限られた貸出数
により図書館に許可されている。許可が更新される
と、使用料が著作者に支払われる。これは、一度購入
したらその後は使用料が発生しない買い切り型の印
刷書籍や有形オーディオブックには当てはまらない。

②  EU では現在、EU 指令の後継版である「貸与権及
び貸出権並びに知的所有分野における著作権に関
連する特定の権利に関する 2006 年 12 月 12 日の欧
州議会及び理事会指令」（8）（以下「EU 指令（2006）」）
により公貸権が管理されているが、国により解釈の
違いが生じ問題が起こっている。

　 　EU 指令（2006）によれば、加盟国で公貸権が導入
されている場合、公共図書館における書籍の貸出は
著作権者が有する貸出権の権利制限対象となる。た
だし、電子書籍の扱いについて記載がなかったた
め、オランダ国内ではその解釈をめぐり公共図書
館協会（Vereniging Openbare Bibliotheken：VOB）
と複写権徴収団体（Stichting Leenrecht）とで意見の
相違が発生した。VOB は、ハーグ地裁に提訴した。
ハーグ地裁は（現行法の下での）電子書籍に対する
EU 指令の適用について、2014 年に欧州司法裁判所

（ECJ）に裁定を求めた（9）（10）。

③ 複製や権利の所有に加えて電子書籍の貸出を計算す
る総合管理は、データの一部が第三者の電子書籍供
給者によって保持される可能性があるため、印刷書
籍よりももっと複雑になる。
 　公貸権のプログラムは、図書館データベースの
機械的検索を行い、著作権所有者の年間発行部数
に加えて、タイトルや資料の所蔵冊数、年間貸出数
を計算できるかどうかにかかっている。（これら3
つの措置は、異なる国で公貸権報酬を計算するた
めに使用される。）
 　電子書籍の場合、このデータの一部は図書館デー
タベースではアクセスできないが、電子書籍供給
者のデータベースには保持される。特定の図書館
データにアクセスするために、第三者である商業
供給者との取引が必要になり、公貸権を実行する
際に、財政的な面の負担を増加させることになる。

オランダの公共図書館の電子書籍への貸与権の適
用（つまり公貸権への適用）をめぐる訴訟は、「IFLA

の立場（2016）」が作成された時点では、結論が出てい
なかった。ECJ は 2016年11月10日に「EU 指令は技
術の発展を考慮しながら解釈されるべきであり、ア
ナログの書籍のみの解釈に限定されるものではない

（C-174/15）」と判示した（11）。つまり紙の書籍のように、
1作品の同時閲覧者数を1人に制限できるのであれば、
EU指令（2006）が適用されるのである。

しかし、欧州における図書館専門職は、この画期
的な判決結果の利益を最大限に利用していなかった

（CA1979参照）ようである。
英国も、「IFLA の立場（201 6）」が公表された時点

では、次のようであった。電子書籍とオーディオブッ
クの貸出については、2010年のデジタル経済法により
著作権法（Copyright Designs and Patens Act 1988 

（c.48））が2014年に改正され、第40条のA（12）と第40条
のB（13）が追加された。第40条のAにより公貸権の対
象に電子書籍の貸出が導入された（40A（1）（b））。

また第 40 条のB（1）により、特定されている図書館
（同条（2））などの施設内の専用端末装置を用いて公衆
に著作物（著作物および複製物の条件は同条（3）にて
規定されている）を伝達することとなっているため、
リモート貸出は対象外となる。

2014年の改正により、図書館などの施設内の専用
端末を利用して電子書籍の貸出が公貸権スキームに
含まれたが、施設内で電子書籍の貸出を行える図書
館がなかったため、実際には機能しなかった（14）。

また電子書籍については、上記のように図書館の
施設内でのダウンロードであり、遠隔地でのダウン
ロードは制度の対象外であると考えられていた。そ
して公貸権に基づく支払いは、図書館の施設外への
貸出に係るものであるため、この時点では電子書籍
についての支払いは発生しないと考えられていたよ
うである（15）。英国のその後については 3 にて扱う。

3．電子書籍を対象資料に
近年、英国、カナダ、デンマーク、ニュージーラン

ドが、電子書籍を公貸権の対象に導入あるいは導入を
検討しており、今後同様の国が増えていくと思われる。
本章では、上記各国における導入の経緯を紹介する。

3.1 英国の場合
英国では1979年に公貸権が導入されたが、2008

年のリーマンショックより赤字財政になり、公貸権
制度の予算がカットされることになった（CA1754
参照 ）。そ し て 公貸権制度 を 管理 す る 公貸権事務
局（PLR Office）は 閉鎖 さ れ た。1979年公貸権法 と
1982年公貸権実施要項は、2013年公的機関命令｛The 
Public Bodies （Abolition of the Registrar of Public 
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Lending Right）Order 2013 No.2352｝（16）により改正
され、公貸権制度の実行及び責任者である公貸権登
録官を廃止し、第 3 条により2 013年10月英国図書館

（BL）に制度の管理が移管された（17）。
ブラウン労働党政権は、デジタル経済の重要性か

ら国家戦略を試み、2010年にデジタル経済法（Digital 
Economy Act 2010（c.24））を法制化した。第43条に
公貸権の対象拡大（電子書籍の導入）として新規定が
盛り込まれたが、補償金を受け取れるなどの実施は
されていない。

この法律はDigital Economy Act 2017（c.30）（18）と
して2017年に改正され、2018年6月30日に施行された。
著作者は電子書籍とオーディオブックの貸出に対し
て補償金を受け取れることになった（19）。さらに、こ
の貸出にはリモート貸出も含まれることとなった（20）。
2018年から導入された電子書籍の補償金の支払いは、
2020年に行われた（21）。

また、2018 年 6 月30 日の著作権法改正により追加
された第 40 条の A（1ZA）は、英国に次のような問題
を生じさせている。著作権権利者団体は早くから、
電子書籍貸出について、無料・無制限の貸出を認めな
い方針であり、図書館側も電子書籍貸出の制限（40A

（1ZA））に合意した。出版社がライセンス契約を図書
館に与えると決めた電子書籍のみを貸出する法律に
制限されている状態になった（CA1979参照）のである。 

3.2 カナダの場合
カナダの公貸権制度は、1986 年より根拠法を持た

ずにプログラム（22）として運営している。プログラムで
は、電子書籍の登録が 2016 年から開始され、オーディ
オブックの登録も 2019 年から始まっている（23）。

3.3 デンマークの場合
デンマークでは、本のための図書館の資金は、金融

法を通じて提供され、その資金は図書館費法（Lov om 
biblioteksafgift）の規則に従って分配される（24）。

2017年に図書館費法を改正（LOV nr 676 af 08/ 
06/2017）し、電子書籍・物理的なオーディオブック、
インターネットオーディオブックを公貸権の対象と
した（Ⅰ§1を改正）。施行は 2 018年1 月1 日である。
電子書籍やインターネットオーディオブックへの図
書館資金の助成金は2018年より段階的に計上される。
2018年は助成金の4％（Ⅰ§1 にStk.2を追加）、2019
年と2020年は助成金の 6 ％（Ⅰ §1 に Stk.3を追加）、
2021年は助成金の8％（Ⅰ§1 にStk.4を追加）が計上
される。この改正の時に、図書館資金の管理が、デン
マーク図書館庁から、宮殿文化庁に変更になった（Ⅰ
§2, stk.1, nr.4 og 5）（25）。

3.4 ニュージーランドの場合
19 73年ニュージーランド著者基金として公貸権

を導入したニュージーランドは、2008 年に著者基金
に代わるものとして、ニュージーランド著者法（New 
Zealand Authors Act 2 008（26））に基づき、公貸権制
度が設立された。

2 019 年には内務省の規制審査で公貸権制度の改善
の必要性を確認し、20 20 年 3 月より、公貸権制度の
見直しを行っている。見直しの項目は、「公貸権制度
の政策意図」・「資金調達」・「規制」・「範囲」・「運用手
順」の5 つである。

そのうち、対象資料の範囲について「印刷された書
籍」のみから、「電子書籍」や「オーディオブック」など
の電子メディアを検討することが予定されている（27）。

4．報酬の支払いについて
次に、公貸権全体の報酬の支払いについて、主な諸

国の例を紹介していく。

4.1 フランス
フランスは、公貸権制度を導入するために著作権

法の中に「図書館における貸与に基づく報酬及び著
作者の社会的保護の強化に関する2003年6月18日の
法律第2003-517号」（28）を制定した（29）。この法律で、知
的所有権法典、社会保障法典及び書籍の価格に関す
る1981年8月10日の法律などの改正が行われた（30）。
著作者等に図書館の貸出に対して報酬を支払う制
度が導入されたことで、長年、図書館での貸出につ
いて著作権者等が報酬を得る権利（知的所有権法典
L.131-1条から L131-4条）が有名無実になっていたと
いう有料化の問題（CA1492参照）が解決されること
になった。報酬金は、利用登録者数に応じて国が支
出する第1の部分（著作者と出版者の間で当分に分配。
L.133-4条1項）と、図書館設置主体が、書籍購入の際
に支払う第2の部分（公の販売価格の6％。L.133-3条3
項）の2段階になっている。これら2つの報酬の管理は、
著作権管理団体SOFIA（31）が行っている。

近年の報酬の分配について表１に記載する。

表 1　2019 年・2020 年の報酬の分配（単位は万 €）（32）

年次 合計金額
著作者及び出版者に
再配分された金額

補助年金
（RAAP）*

2019 1,490 1,100 390

2020 1,500 1,140 360

* 文筆活動及び翻訳を生業とするものに補充退職年金として
支払われる保険料に充てるもの。
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4.2 英国
公貸権制度の下で著作者等（出版者は含まれない）

は、公共図書館の本の貸出による報酬として、政府の
資金から支払いを受け取る。算定基準は、サンプル
館からの貸出データを1年間（ 7 月 1日から 6月30日）
収集し、貸出合計に比例して乗算される。貸出レー
トは BL からデジタル・文化・メディア・スポーツ省

（Department for Digital, Culture, Media and Sport：
DCMS）に提案され、利害関係者（図書館部門及び権利
保有者）と協議の上、法的措置を取り決定する（33）。

公貸権単独のAnnual Reportは、2 014/2 015年度
分までが発行されている（34）。その後公貸権のレポー
トは、BL の Annual Report に組み込まれている（35）。
公貸権独自の報酬の分配については、BLのホームペー
ジのPLRのサイト内で各報酬金額とその該当人数及
び分配の合計人数が公表されている（36）（表 2 ）。総額
については、BLのAnnual Reportに紹介されている。
2019/2 020年の支払いは、2021年 2月に公表された。

表 2　2019/2020 年の報酬の分配

￡5,000-6,600 281 人

￡2,500-4,999.99 366 人

￡1,000-2,499.99 834 人

￡500-999.99 834 人

￡100-499.99 3,157 人

￡1-99.99 15,605 人

総額：600.9 万ポンド 総人数：21,077 人

貸出レート：9.55 ペンス

4.3 カナダ
著作者等（出版者は含まれない）への報酬は、年次

の公貸権調査で確認される公共図書館カタログのタ
イトルの所蔵に基づいて支払われる。報酬の計算は、
公貸権委員会、カナダ芸術評議会の諮問機関によっ
て決定される（37）。また、カナダは2017年から電子書
籍の貸出に係る支払いを開始している（38）。

報酬の計算の手順として、①タイトルの資格の確
認、②サンプリングされた図書館システムの中に1冊
以上本があることを確認、③すべての地域からサン
プリングの図書館システムを選択、④支払いの計算、
を毎年行っている。④については、（ⅰ）図書館のサ
ンプルの結果、（ⅱ）タイトルの作成者の割合、（ⅲ）タ
イトルがプログラムに登録されている期間、（ⅳ）プ
ログラムの予算内の金額と対象となるタイトルの合
計数を参考にする。

毎年 2 月中旬に小切手が郵送される。最低支払額
は50 カナダドル、最大支払い額は予算と登録タイト
ル数により毎年異なるが、2020/2021年は4,500カ
ナダドルである（39）。合計予算額は1,479万9,693カナ
ダドル、登録者数 2 万 21人、平均支払い額 82 6カナダ
ドルであった（40）。

4.4 デンマーク
デンマークは、2018 年から電子書籍及びオンライ

ンオーディオブックの貸出に係る支払いを開始して
いる（41）。

著作者等（出版者は含まれない）への2020 年の公
貸権の報酬は、2021年 4 月 9 日に支払われ、1 億8,290
万デンマーククローナであった。電子書籍やインター
ネットオーディオブックは、そのうち 8 ％を予定して
いる。受取人は 1 万 313 人であった（42）。

分配は、4 つの基準に基づくポイント制（①絵本、
翻訳等文献の種類、②タイトルごとのページ数、③所
蔵数、④配布キー）に従って決定される。内容について、
①は、各タイトルにはポイント値が付加される。③は、
図書館の本の所蔵冊数に基づいて計算される。登録
者の書籍のみが、計算に含まれる。④は、主及び副共
同作成者の本への貢献に従い配布されるという内容
である（43）。

5．日本国内の状況
5.1 図書館の貸出への補償金の検討

日本の公貸権制度の導入については、2003 年 1月
の文化庁の文化審議会著作権分科会で、「図書館資料
の貸出について補償金を課すこと」という公貸権に
ついての報告があった（44）。だが、報告があった2003
年は、書籍・雑誌に貸与権が付与されていない時期で
あり、公貸権より貸与権を付与することが先決と考
えられた。200 4年には著作権法附則 4 条の 2 が廃止
され、書籍・雑誌に貸与権が付与された（平成16 年6
月 9 日法律第 92 号）。公立図書館の書籍の貸出につ
いて補償金を課すという制度は、その後検討されて
いない（CA1579参照）。

5.2 著作権法の一部を改正する法律の成立
公立図書館での書籍の貸出について補償金を課す

という制度の導入については凍結したままであるが、
一方で、著作権の枠内でデジタル資料の公衆送信に
ついて、権利者への経済的補償を行う動きが見られる。

第 204 回通常国会において、著作権法の一部を改
正する法律が 2021 年 5 月 26日に成立した。6 月 2
日に「令和 3 年 6 月2 日法律第 52 号（45）」として公布
された。この法律により図書館の権利制限規定の見
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直しが行われた。図書館の権利制限規定の見直しは
2 つある。1つ目の「国立国会図書館（NDL）による絶
版等資料のインターネット送信」（E2412参照）につ
いてはここでは割愛し、経済的補償を伴う2 つ目（②
とする）の「各図書館等による図書館資料のメール送
信等」について本章で説明をする。

② 「各図書館等による図書館資料のメール送信等」に
ついて（46）

（改正前）各図書館等は、利用者の調査研究の用に供
するため、図書館資料を用いて著作物の一部分（半分
まで）を複製・提供（郵送を含む）は可能だったが、メー
ルでの送信は不可であった。

（改正後）権利者保護のための厳格な要件の下で、NDL
や公共図書館、大学図書館等が利用者の調査研究の用
に供するため、図書館資料を用いて著作物の一部分（政
令で定める場合は全部）をメールなどでの送信を可能
とするものである。公衆送信をする場合は、図書館等
の設置者が権利者に補償金を支払うことを求める。

補償金はコピー代や郵送代と同様に、利用者が図書
館等に支払う（受益者負担）ことを想定している。補償
金の徴収・分配は、文化庁の指定する「指定管理団体」
が一括して行い、補償金額は、文化庁長官の認可制と
することが想定されている（47）。

公衆送信時の補償金の料金体系・金額については基
本的な考え方は示されているが、まだ検討が必要な段
階である。しかし、利用者に直接資料等がメールなど
で送信でき、何人も等しく情報に触れられるようにな
ることは、好ましいと思われる。

6. まとめ
本稿では、図書館における電子書籍導入と報酬の支

払いを中心とした 2005 年以降の日本を含む各国の動
向について述べてきた。図書館が電子書籍や電子情報
を扱うことは、今後増えていくと思われる。しかし、
買い切り型の印刷書籍とは異なり、メンテナンス契約
型の電子書籍・電子情報を扱うことは、図書館運営に
影響を与えるものである。今後どのように諸国が対応
していくのか、興味が持たれるところである。

また、図書館の貸出による経済的損失の有無につい
て、経済学の観点から「公共図書館によるクラウディ
ングアウト効果と公的貸与権（48）」という論文が発表さ
れている。これは公共図書館による書籍の貸出がその
本の売り上げを減少させているという著作者や出版者
からの主張を検証したものである。この論文は、数式
を用いた経済学的アプローチをしているが、同年に同
様の 2 つの論文（49）が公表されている。しかし、この論
文の結論は、公共図書館による書籍の貸出による売り

上げ減少は存在し、その効果は一部の人気のある書籍
に強く偏っているとしていて、他の 2 つの論文とは反
対の結論となっている。

図書館の貸出対象資料は、印刷媒体からデジタル資
料へと拡大している途上である。デジタル資料の貸出
は、印刷媒体の資料より著作者の著作物の販売実績に
影響を与えると考えられるため、公共図書館のデジタ
ル資料の貸出について、著作者への報酬は必要になっ
ていくであろうと思われる。
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